
重要 

２福薬発第３４９号 

令和２年７月２９日 

各地区薬剤師会会長 殿 

 

公益社団法人福岡県薬剤師会 

会長 原口 亨 

 

令和２年度福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（介護分）について 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について、福岡県より別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいた

します。 

本通知は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金における介護分を

対象としています。支援事業内容は「①介護サービス事業所・施設等における感

染症対策支援事業」、「②介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰

労金の支給事業」および「③介護サービス再開に向けた支援事業」です。 

 なお、医療分とは申請条件が異なりますので、別添資料をご確認のうえ、申請

手続きを行うよう貴会会員にご周知のほどお願いいたします。 

事業所の勤務日数には、医療保険（在宅患者訪問薬剤管理指導料）による訪問

は含まれませんのでご留意ください。 

 お忙しいところ恐縮ですが、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

■福岡県ホームページのアドレス 

福岡県ホームページ(トップページ) ＞テーマから探す ＞健康・福祉・子育て 

＞介護・高齢者福祉 ＞介護保険 ＞一般情報 ＞令和２年度福岡県新型コロナ

ウイルス感染症緊急包括支援補助金（介護分）についてのお知らせ 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinnkyuuhoukatusienn2.html 

※ホームページは近日中に公開予定とのことです。申請ページ等が公開され次

第、再度ご連絡させていただきます。 

以上 

 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinnkyuuhoukatusienn2.html


２介第１３４８号 

令和２年７月２８日 

 

公 益 社 団 法 人 福 岡 県 医 師 会 長 
一 般 社 団 法 人 福 岡 県 歯 科 医 師 会 長 
公 益 社 団 法 人 福 岡 県 薬 剤 師 会 長 

 福 岡 県 介 護 老 人 保 健 施 設 協 会 会 長 

 福 岡 県 介 護 老 人 福 祉 施 設 協 議 会 会 長 

 公益社団法人北九州高齢者福祉事業協会会長 

 

  福岡県保健医療介護部長   

                                  （介護保険課） 

                             

 

 

令和２年度福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（介護分） 

について 

 

 

平素より本県の高齢者福祉行政の推進に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

本県では、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サ

ービスを再開し、継続的に提供するための介護サービス事業所等に対する支援を導入するこ

ととしましたのでお知らせします。 

 

 

 

【参考】申請様式の掲載先 

福岡県ホームページ(トップページ) ＞テーマから探す ＞健康・福祉・子育て 
 ＞介護・高齢者福祉 ＞介護保険 ＞一般情報 ＞令和２年度福岡県新型コロナウイル 

ス感染症緊急包括支援補助金（介護分）についてのお知らせ 
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinnkyuuhoukatusienn2.html 

 

殿 

【お問合せ先】 
福岡県保健医療介護部介護保険課 
TEL ：０９２‐６４３‐３３２１ 

メール：houkatsushien-kaigo@pref.fukuoka.lg.jp 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinnkyuuhoukatusienn2.html
mailto:houkatsushien-kaigo@pref.fukuoka.lg.jp


 

公印省略 

 

２介第１３４８号     

令和２年７月２８日 

 

各介護サービス事業所 管理者 殿 

 

福岡県保健医療介護部介護保険課長 

 

 

令和２年度福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（介護分） 

について 

  

 

 本県では、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底し

つつ介護サービスを再開し、継続的に提供するための介護サービス事業所等に

対する支援を導入することとしました。 

 つきましては、標記補助金を申請される際は、別添に従い必要書類をご提出く

ださい。 

 

【参考】申請様式の掲載先 

福岡県ホームページ(トップページ) ＞テーマから探す ＞健康・福祉・子育て 
 ＞介護・高齢者福祉 ＞介護保険 ＞一般情報 ＞令和２年度福岡県新型コロナウイル 

ス感染症緊急包括支援補助金（介護分）についてのお知らせ 
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinnkyuuhoukatusienn2.html 

 

【お問合せ先】 
福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口 
TEL ：０９２‐６４３‐３２８８ 

メール：houkatsushien-kaigo@pref.fukuoka.lg.jp 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinnkyuuhoukatusienn2.html
mailto:houkatsushien-kaigo@pref.fukuoka.lg.jp


（別添） 
１ 事業内容 
  感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介
護サービスを再開し、継続的に提供するための経費の一部を補助します。 

２ 事業概要 

  ① 介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業 

（１） 対象事業所：令和２年４月１日以降、感染症対策を徹底した上で、 

サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生したすべ 

ての介護サービス事業所・施設など 

（２） 対象経費：かかりまし経費 

      （例）感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、 

感染発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居 

室の設置、感染防止のため発生する追加的人件費など 

 ② 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業 

  （１） 対象者：利用者と接する職員で、令和２年２月 20 日から令和２年６月 

30 日までの間に 10 日以上勤務した者 

 （２） 支給額 

感染者が発生または濃厚接触者に対応した事業所に勤務する職員 20 万円 

     その他の事業所で勤務し利用者と接する職員          ５万円 

  ③ 介護サービス再開に向けた支援事業 

   【在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業】 

   （１） 対象事業所：令和２年４月１日以降、１か月以上サービス利用を 

休止していた利用者への利用再開支援を行った居宅サービス事業所 

・居宅介護支援事業所 

   【在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業】 

   （１） 対象事業所：令和２年４月１日以降、感染症防止のための環境整 

備を行った居宅サービス事業所・居宅介護支援事業所 

      （２） 対象経費：「３つの密」（「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる 

密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」）を避けてサ 

ービス提供を行うために必要な環境整備に要する経費 

 

３ 申請方法等 

   「令和２年度福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（介護

分）交付要綱」（以下「交付要綱」という）を確認の上、申請を行ってくだ

さい（交付要綱は県ホームページに掲載しています）。 

 

 

 

 



  【提出書類】 国保連合会「電子請求受付システム」を利用できる場合は、

福岡県国保連へオンラインにて申請書データを送信してく

ださい。国保連合会「電子請求受付システム」を利用できな

い 場 合 は 福 岡 県 庁 介 護 保 険 課 （ houkatsushien-
kaigo@pref.fukuoka.lg.jp）あてにメールに申請書データを

添付して送付してください。 

・ 令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分） 

に係る交付申請書 

    ・ （様式１）事業所・施設別申請額一覧 

    ・ （別添）事業所・施設別申請額一覧（サービス別一覧） 

    ・ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）に関する 

事業実施計画書（事業所単位） 

    ・ （様式３）介護慰労金受給職員表（法人単位） 

    ・ 暴力団排除に係る誓約書 ＊ 

    ・ 令和２年度福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 

（介護分）概算払請求書  

    ※ 提出資料の様式（電子ファイル）は下記ホームページで取得願いま

す。 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinnkyuuhoukatusienn2.html 

     ※ ＊の書類については、電子データの提出とは別に、押印した原本を福岡 

県庁介護保険課あてにご郵送ください。 

    ※ ホームページで様式の取得ができない場合は、事前に下記問合せ

先までご連絡ください。 

      新型コロナウイルス感染症相談窓口 092-643-3288 

 

  【留意点】 

   ・ 概算払で交付予定であるため、補助金額確定時に概算払額が補助金額

を超過した場合は、超過額を福岡県に返還する必要があります。 

   ・ 交付申請時には、事業に要した経費の根拠資料の提出は求めませんが、

根拠資料を適切に管理してください。福岡県が必要と認めた場合に提出

を求める予定です。根拠資料がない、金額を確認できない場合は、福岡

県に返還する必要があります。 

   ・ 既に介護サービス事業所・施設等を退職した者の慰労金については、

対象期間に勤務した事業所による申請または県への直接申請となりま

す。どちらを選択しても、原則として勤務していた事業所等から勤務期

間の証明が必要になります。 

・ 派遣労働者や業務受託者の慰労金については勤務していた介護サー

ビス事業所・施設等から申請することとなります。 

mailto:kaigo@pref.fukuoka.lg.jp
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinnkyuuhoukatusienn2.html


 


